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商工・観光関係事業（イベント、広域観光）の取扱いに 

ついて（案） 

 

 

 

 

 

 

イベント事業、広域観光事業については、当分の間、現行のとおりと

し、新市において調整する。 

 

 

   

 



専
門
部
会

産
業
部
会

桜
ま
つ
り

（
３
月
下
旬
～
４
月
上
旬
）

河
川
環
境
楽
園
・
春
の
楽
園
祭

（
３
月
～
４
月
）

主
催
：
桜
ま
つ
り
実
行
委
員
会

主
催
：
河
川
環
境
楽
園
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会

内
容
：

内
容
：

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
ま
つ
り

（
５
月
）

主
催
：
川
島
町
ま
ち
づ
く
り
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会

内
容
：

お
が
せ
池
夏
ま
つ
り

（
７
月
）

河
川
環
境
楽
園
・
夏
の
楽
園
祭

（
７
月
～
８
月
）

主
催
：
お
が
せ
池
夏
ま
つ
り
実
行
委
員
会

主
催
：
河
川
環
境
楽
園
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会

内
容
：
お
が
せ
池
端
イ
ベ
ン
ト
と
花
火
大
会

内
容
：

日
本
ラ
イ
ン
夏
ま
つ
り

（
８
月
）

か
わ
し
ま
燦
々
夏
ま
つ
り

（
７
月
）

主
催
：

主
催
：
川
島
町
ま
ち
づ
く
り
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会

内
容
：

内
容
：
犬
山
城
を
望
む
木
曽
川
河
畔
で
の
花
火
大
会

か
わ
し
ま
川
祭
り

（
７
月
）

主
催
：
川
島
町
川
祭
り
運
営
委
員
会

内
容
：

一
宮
市
民
花
火
大
会

（
８
月
）

主
催
：
一
宮
市
民
花
火
大
会
開
催
委
員
会

内
容
：

か
か
み
が
は
ら
産
業
祭

（
１
１
月
）

河
川
環
境
楽
園
・
秋
の
楽
園
祭

（
９
月
～
１
０
月
）

主
催
：
産
業
祭
実
行
委
員
会

主
催
：
河
川
環
境
楽
園
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会

内
容
：

内
容
：

川
島
町
文
化
と
商
工
ま
つ
り

（
１
１
月
）

木
曽
川
音
楽
祭

（
１
１
月
）

主
催
：

主
催
：
木
曽
川
音
楽
祭
実
行
委
員
会

内
容
：

内
容
：

な
し

河
川
環
境
楽
園
・
冬
の
楽
園
祭

（
１
１
月
～
１
月
）

主
催
：
河
川
環
境
楽
園
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会

内
容
：

冬秋

調
整
方
針

協
議
項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
商
工
・
観
光
関
係
事
業
（
イ
ベ
ン
ト
、
広
域
観
光
）

協
議
細
目

日
本
の
さ
く
ら
名
所
１
０
０
選
に
選
ば
れ
た
新

境
川
堤
の
歩
行
者
天
国
、
市
民
公
園
で
多
彩
な

催
し
を
実
施

犬
山
市
・
犬
山
市
観
光
協
会
・
犬
山
商
工
会
議

所
・
各
務
原
市
・
各
務
原
市
観
光
協
会
・
各
務
原

商
工
会
議
所

秋
の
一
大
イ
ベ
ン
ト

市
内
の
農
産
物
、
工
業
製
品
な
ど
の
展
示
販
売

夏

調
整
の
方
針

イ
ベ
ン
ト
事
業
、
広
域
観
光
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
現
行
の
と
お
り
と
し
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

調
整
方
針

項
　
　
　
　
目

区
分

１
．
イ
ベ
ン
ト
事
業

（
平
成
１
５
年
度
の
イ
ベ

ン
ト
分
を
掲
載
）

春

誘
客
イ
ベ
ン
ト
、
自
然
学
習
教
室
等
を
開
催

川
島
町
文
化
と
商
工
祭
り
実
行
委
員
会
、
川
島
町
、
川

島
町
商
工
会

日
頃
の
生
涯
学
習
の
発
表
の
場
、
ま
た
、
商
工
業
の
振

興
を
図
る
場
と
し
て
川
島
町
公
民
館
で
開
催
（
生
涯
学

習
発
表
関
連
は
教
育
部
会
で
調
整
中
）

　
両
市
町
に
お
い
て
、

主
催
、
協
賛
な
ど
を

行
っ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト

事
業
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
現
行
の
と
お

り
と
し
、
新
市
に
お
い

て
調
整
す
る
。

誘
客
イ
ベ
ン
ト
、
自
然
学
習
教
室
等
を
開
催

川
島
町

各
務
原
市

木
曽
川
沿
岸
都
市
間
の
広
域
交
流
を
促
進
す
る

た
め
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
な
う

誘
客
イ
ベ
ン
ト
、
自
然
学
習
教
室
等
を
開
催

か
さ
だ
広
場
に
自
生
す
る
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
の
開
花

に
合
わ
せ
て
イ
ベ
ン
ト
を
実
施

誘
客
イ
ベ
ン
ト
、
自
然
学
習
教
室
等
を
開
催

河
川
環
境
楽
園
に
「
野
外
映
画
祭
」
「
大
盆
踊
り
大

会
」
な
ど
住
民
の
手
作
り
イ
ベ
ン
ト
を
集
積
、
川
祭
り

も
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
行
わ
れ
る

河
川
環
境
楽
園
の
木
曽
川
水
園
に
、
お
は
や
し
を
奏
で

な
が
ら
舟
や
ま
が
漕
ぎ
出
し
て
い
く
伝
統
の
夏
祭
り

１
３
８
タ
ワ
ー
パ
ー
ク
を
望
む
木
曽
川
河
畔
で
の
花
火

大
会

木
曽
川
文
化
圏
市
町
合
併
協
議
会



専
門
部
会

産
業
部
会

○
（
社
）
岐
阜
県
観
光
連
盟

目
的
：

○
岐
阜
広
域
観
光
推
進
協
議
会

目
的
：

○
日
本
ま
ん
真
ん
中
街
道
連
合

目
的
：

○
飛
騨
・
木
曽
川
Ｅ
ボ
ー
ト
交
流
会
実
行
委
員
会

目
的
：

・
飛
騨
木
曽
川
国
定
公
園
連
絡
協
議
会

目
的
：

・
円
空
連
合

目
的
：

・
美
濃
中
山
道
連
合

目
的
：

・
岐
阜
県
自
然
公
園
等
整
備
促
進
協
会

目
的
：

・
犬
山
・
各
務
原
広
域
観
光
推
進
協
議
会

目
的
：

・
日
本
ラ
イ
ン
広
域
観
光
推
進
連
絡
会
議

目
的
：

・
日
本
ラ
イ
ン
夏
ま
つ
り
実
行
委
員
会

目
的
：

目
的
：
　
河
川
環
境
楽
園

　
　
　
　
に
お
け
る
イ
ベ

　
　
　
　
ン
ト
の
計
画
策

　
　
　
　
定
を
行
う
と
と

　
　
　
　
も
に
、
イ
ベ
ン

　
　
　
　
ト
を
円
滑
に
実

　
　
　
　
施
す
る
。

調
整
方
針

広
域
観
光
団
体
で
の
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
り
、
市
単
独
で
は
な
く
広
域
的
な
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施
運
営
を

目
的
と
す
る
。

観
光
情
報
の
収
集
と
提
供
、
観
光
客
受
入
体
制
の
整
備
、
県
外
で
の
誘
客
宣
伝
、
各
種
行
事
の
共
催
、
後
援
の
ほ
か
、

県
内
で
の
観
光
事
業
の
健
全
な
発
展
と
振
興
な
ら
び
に
地
域
の
活
性
化
を
図
る
。

各
務
原
市

川
島
町

　
広
域
観
光
事
業
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、

現
行
の
と
お
り
と
し
、

両
市
町
が
加
入
し
て
い

る
団
体
と
の
調
整
を
図

る
。

東
海
北
陸
自
動
車
道
を
日
本
ま
ん
真
ん
中
街
道
と
し
、
沿
線
地
域
の
歴
史
的
文
化
資
源
の
発
掘
や
観
光
資
源
と
し
て
の

活
用
を
図
る
た
め
共
同
体
制
を
整
え
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

調
整
方
針

協
議
項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
商
工
・
観
光
関
係
事
業
（
イ
ベ
ン
ト
、
広
域
観
光
）

２
．
広
域
観
光
事
業

協
議
細
目

項
　
　
　
　
目

区
分

両 市 町 が 加 入 し て い る 団 体
飛
騨
・
木
曽
川
、
伊
勢
湾
連
携
交
流
会
会
員
市
町
村
の
交
流
と
連
携
に
よ
り
地
域
づ
く
り
の
推
進
を
目
的
と
す
る
。

美
濃
に
お
け
る
中
山
道
の
歴
史
的
役
割
を
再
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
山
道
を

通
じ
て
沿
道
地
域
が
結
束
し
、
一
体
と
な
っ
て
、
美
濃
地
域
に
お
け
る
人
・
物
・

情
報
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

円
空
上
人
に
か
か
る
市
場
お
よ
び
文
化
的
遺
産
の
顕
在
化
、
観
光
活
用
を
図
る
た

め
に
共
同
体
性
を
整
え
、
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

飛
騨
木
曽
川
国
定
公
園
と
こ
れ
に
関
す
る
地
区
の
風
景
の
保
護
及
び
利
用
の
増
進

を
図
る
と
と
も
に
、
優
れ
た
自
然
の
風
景
を
広
く
紹
介
し
国
民
の
厚
生
文
化
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
河
川
環
境
楽
園
イ
ベ
ン

ト
実
行
委
員
会

自
然
と
人
と
の
共
生
を
基
本
理
念
と
し
、
自
然
公
園
・
長
距
離
自
然
歩
道
等
の
良

好
な
自
然
環
境
地
域
の
保
全
・
整
備
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

名
勝
木
曽
川
を
挟
み
、
両
市
及
び
両
市
の
関
係
団
体
で
地
域
活
性
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

広
域
的
な
観
光
事
業
を
円
滑
に
展
開
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
の
協
議
・
検
討
並

び
に
関
連
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

犬
山
市
・
各
務
原
市
に
よ
っ
て
『
日
本
ラ
イ
ン
夏
ま
つ
り
』
を
多
く
の
人
に
楽
し

ん
で
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
：
両
市
町
が
共
通
し
て
加
入
し
て
い
る
団
体

・
：
両
市
町
が
独
自
に
加
入
し
て
い
る
団
体

木
曽
川
文
化
圏
市
町
合
併
協
議
会



協議第４６号 

 

 

 

上・下水道事業（下水道）の取扱いについて（案） 

 

 

 

 

 

 

１．「下水道使用料金」については、原則として、各務原市の現行制度

に統一するものとする。 

ただし、「料金の徴収方法」については、合併後、早い時期に各務

原市の現行制度に統一する。 

２．「排水設備工事助成金」については、原則として、廃止するものと

する。 

  ただし、川島処理区においては、平成１９年度まで現行制度を存続

する。 

３．「下水道受益者負担金」については、それぞれの市町の現行制度の

まま存続する。 

なお、「前納報奨金制度」については、各務原市の現行制度に統一

し、「農地等の徴収猶予制度」については、川島町の現行制度を基本

に統一する。 

４．「水洗便所改造等資金利子補給」については各務原市の現行制度に

統一する。 

 

 

 



専
門
部
会

上
下
水
道
部
会

制
度
な
し

制
度
あ
り

 
 
 
2
1
m
3
～
 
5
0
m
3

徴
収
方
法

1
1
0
円

1
3
0
円

1
2
0
円

 
 
 
5
1
m
3
～
1
0
0
m
3

 
 
1
0
1
m
3
～
2
0
0
m
3

 
 
2
0
1
m
3
～

１
．
下
水
道
使
用

料
金

調
整
方
針

川
島
町

調
整
の
方
針

区
分

基
本
料
金

（
税
別
）

従
量
料
金

（
税
別
）

項
　
　
　
目

　
「
下
水
道
使
用
料
金
」
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
「
料
金
の
徴
収
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
合
併

後
、
早
い
時
期
に
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す
る
。
「
排
水
設
備
工
事
助
成
金
」
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
川
島
処
理

区
に
お
い
て
は
、
平
成
１
９
年
度
ま
で
現
行
制
度
を
存
続
す
る
。
「
下
水
道
受
益
者
負
担
金
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
の
現
行
制
度
の
ま
ま
存
続
す
る
。
な

お
、
「
前
納
報
奨
金
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
し
、
「
農
地
等
の
徴
収
猶
予
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
川
島
町
の
現
行
制
度
を
基
本
に
統
一

す
る
。
「
水
洗
便
所
改
造
等
資
金
利
子
補
給
」
に
つ
い
て
は
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す
る
。

1
m
3
に
つ
き

調
整
方
針

協
議
項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
上
・
下
水
道
事
業
（
下
水
道
）

協
議
細
目

各
務
原
市

1
1
0
円

 
 
 
2
1
m
3
～
1
,
0
0
0
m
3

1
,
0
0
0
m
3
～

1
m
3
に
つ
き

1
m
3
に
つ
き

1
0
0
円

9
5
円

2
か
月
　

2
0
m
3
ま
で
：

1
,
5
4
0
円

2
か
月
　

2
0
m
3
ま
で
：
1
,
7
0
0
円

助
成
制
度

＊
一
般
家
庭
の
平
均
下
水
排
除
量
・

2
か
月
で

　
5
0
m
3
の
下
水
料
金
は
、

4
,
5
4
0
円
に
な
る
。

隔
月
検
針
で
検
針
当
月
徴
収
。

1
m
3
に
つ
き

1
m
3
に
つ
き

1
m
3
に
つ
き

排
水
設
備
工
事
助
成
金
制
度
存
続
の
課
題

た
だ
し
、
供
用
開
始
の
告

示
後
3
年
が
経
過
し
て
い
な

い
川
島
処
理
区
に
つ
い
て
は

合
併
す
る
日
が
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
よ
り
３
年
間
は
現

行
制
度
を
存
続
す
る
。

・
下
水
道
法
第
1
1
条
の
3
「
水
洗
便

所
へ
の
改
造
義
務
等
」
の
趣
旨
を
尊

重

○
　
使
用
開
始
か
ら

3
年
後
の
水
洗
化
率
は
、
各
務
原
市
約

5
5
％
（
平
成

1
2
年
度
供
用
開
始
の
蘇

　
原
青
雲
町
周
辺
地
区
）
、
川
島
町
約

5
0
％
と
な
っ
て
い
る
が
、
両
市
町
の
水
洗
化
率
は
ほ
ぼ

　
同
率
で
あ
り
、
助
成
金
制
度
の
効
果
が
疑
問
視
さ
れ
る
。

○
 
合
併
に
伴
っ
て
助
成
金
制
度
を
導
入
す
る
と
、
年
間
約

1
8
,
0
0
0
千
円
（
過
去
5
年
間
の
平
均

　
接
続
戸
数
か
ら
試
算
）
の
財
源
が
必
要
と
な
る
。

○
 
各
務
原
市
で
は
、
す
で
に

7
,
6
9
3
世
帯
が
接
続
を
終
え
て
お
り
、
合
併
に
伴
っ
て
助
成
金
制

　
度
を
導
入
す
る
と
不
公
平
と
な
る
。

２
．
排
水
設
備
工

事
助
成
金

　
料
金
体
系
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
、
早
い
時
期
に
各
務

原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す

る
。

　
（
2
か
月
で
5
0
m
3
使
用
時
（
一

般
家
庭
の
平
均
排
除
量
）
の
下

水
料
金
は
､
各
務
原
市
4
,
5
4
0

円
、
川
島
町
4
,
5
5
0
円
で
ほ
ぼ
同

額
で
あ
る
。
）

　
排
水
設
備
工
事
助
成
金
制

度
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
、

原
則
廃
止
と
す
る
。

・
水
洗
便
所
普
及
促
進
要
領
（
昭
和

4
7
年
9
月
2
8
日
建
設
省
都
市
局
通

達
）
よ
り

　
「
助
成
金
方
式
の
水
洗
化
促
進
効

果
は
必
ず
し
も
大
き
な
も
の
を
期
待

で
き
な
い
」

　
「
こ
れ
に
要
す
る
資
金
を
直
接
貸

付
、
利
子
補
給
等
に
あ
て
る
」
な
ど

の
趣
旨
を
尊
重

＊
一
般
家
庭
の
平
均
下
水
排
除
量
・
2
か
月
で

　
5
0
m
3
の
下
水
料
金
は
、
4
,
5
5
0
円
に
な
る
。

隔
月
検
針
で
検
針
の
翌
々
月
徴
収
。

　
供
用
開
始
後

3
年
以
内
に
下
水
道
に
接
続
し
、

町
の
排
水
設
備
宅
内
検
査
に
合
格
し
た
者
に
一

律
3
万
円
を
交
付
。
（
受
益
者
負
担
金
、
町
税
等

の
滞
納
が
無
い
こ
と
。
）

　
＊
排
水
設
備
改
造
工
事
に
対
す
る
助
成
金
で

　
　
あ
る
た
め
、
新
築
物
件
は
対
象
外
。

　
料
金
の
徴
収
方
法
に
つ
い

て
は
合
併
後
、
早
い
時
期
に

各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統

一
す
る
。

木
曽
川
文
化
圏
市
町
合
併
協
議
会



専
門
部
会

上
下
水
道
部
会

・
受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て

・
受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て

・
農
地
等
の
徴
収
猶
予
制
度
に
つ
い
て

・
農
地
等
の
徴
収
猶
予
制
度
に
つ
い
て

・
農
地
等
の
徴
収
猶
予
制
度
に
つ
い
て

全
額
猶
予

山
林

原
野
、

池
沼
な
ど

○
　
市
街
化
区
域
内
農
地
の
負
担
金
徴

　
収
を
一
部
猶
予
し
て
い
る
各
務
原
市

　
の
現
行
制
度
は
、
近
隣
の
多
く
の
自

　
治
体
が
農
地
転
用
ま
で
負
担
金
徴
収

　
を
猶
予
し
て
い
る
状
況
に
比
べ
て
特

　
異
な
制
度
で
あ
る
。

○
　
負
担
金
徴
収
猶
予
の
農
地
は
、
未

　
整
備
区
域
内
に
1
1
.
8
h
a
残
す
の

み
。
○
　
徴
収
猶
予
の
雑
種
地
は
、
未
整
備

区
域
内
に
約
4
h
a
残
す
の
み

全
額
猶
予

※
た
だ
し
、
現
況
宅
地
は
徴

　
収
猶
予
は
行
わ
な
い

宅
地

雑
種
地

田 畑

宅
地

雑
種
地

市
街
化
区
域

一
部
猶
予

※
賦
課
後
２
年

　
猶
予
し

　
2
0
0
円
／
㎡
を

　
5
年
で
徴
収

田 畑 山
林

原
野
、

池
沼
な
ど

－

－
市
街
化
区
域

調
整
区
域

前
納
報
奨
金
制
度

5
年
一
括
前
納
の
場
合

約
2
1
％
を
交
付

地
目

－
田 畑 山
林

原
野
、

池
沼
な
ど

全
額
猶
予

そ
れ
ぞ
れ
の
現
行
方
式

　
各
務
原
処
理
区
は
、
従
来
ど

お
り
徴
収
猶
予
な
し
と
し
、
川

島
処
理
区
は
、
徴
収
猶
予
あ
り

と
す
る
。

雑
種
地

調
整
方
針

土
地
の
面
積
×
4
3
0
円

各
務
原
市

受
益
者
負
担
金

受
益
者
負
担
金

負
担
率

負
担
率

3
分
の
1

土
地
の
面
積
×

5
0
0
円

　
受
益
者
負
担
金
の
額
に
つ

い
て
は
、
現
行
ど
お
り
各
務

原
処
理
区
は
、
単
位
金
額

5
0
0
円
、
川
島
処
理
区
は
、

単
位
金
額
4
3
0
円
と
す
る
。

　
（
受
益
者
負
担
金
の
算
定
根

拠
は
、
整
備
地
区
の
末
端
管
渠

整
備
費
が
基
本
と
な
っ
て
お

り
、
処
理
分
区
ご
と
で
整
備
費

に
差
異
が
出
る
た
め
、
複
数
の

負
担
区
設
定
が
可
能
と
さ
れ
て

い
る
。
）

　
前
納
報
奨
金
制
度
に
つ
い
て

は
、
合
併
後
は
各
務
原
市
の
制

度
に
統
一
す
る
。

　
受
益
者
負
担
金
額
の
端
数
処

理
、
減
免
率
、
納
付
月
等
に
つ

い
て
は
、
各
務
原
市
に
整
合
さ

せ
る
。

調
整
方
針

協
議
項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
上
・
下
水
道
事
業
（
下
水
道
）

協
議
細
目

項
　
　
　
目

区
分

負
担
の
対
象
事
業
費
末
端
管
渠
整
備
費

３
．
下
水
道
受
益

者
負
担
金

川
島
町

賦
課
及
び

徴
収
制
度

負
担
の
対
象
事
業
費
末
端
管
渠
整
備
費

3
分
の

1

受
益
者
負
担
金
1
,
0
0
0
,
0
0
0
円
で
の
前
納
報
奨
金

5
年
一
括
前
納
：
 
 
 
9
5
,
0
0
0
円

1
年
一
括
前
納
：
 
 
 
 
3
,
0
0
0
円

受
益
者
負
担
金
1
,
0
0
0
,
0
0
0
円
で
の
前
納
報
奨
金

5
年
一
括
前
納
：
　
2
1
8
,
0
0
0
円

1
年
一
括
前
納
：
 
 
 
 
5
,
2
0
0
円

前
納
報
奨
金
制
度

市
街
化
区
域

調
整
区
域

調
整
区
域

地
目

5
年

○
　
受
益
者
負
担
金
は
貴
重
な
建
設
財
源
の

　
一
部
を
担
う
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い

　
る
。

宅
地

○
　
全
体
計
画
区
域
4
7
0
h
a
中
、
平
成
1
5
年

　
度
ま
で
に
2
7
3
h
a
の
整
備
を
終
え
る
。

　
　
未
整
備
区
域
と
し
て
残
る
1
9
6
.
5
h
a
に

　
は
面
整
備
を
必
要
と
し
な
い
区
域
〔
エ
ー

　
ザ
イ
、
消
防
学
校
等
）
約
9
2
h
a
が
含
ま

　
れ
、
実
質
的
に
は
1
0
4
h
a
を
残
す
の
み
。

　
　
受
益
者
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
1

　
年
に
全
体
計
画
区
域
の
単
位
金
額
を
4
3
0

　
円
と
し
て
告
示
済
み
。

地
目

徴
収
期
限

5
年

徴
収
期
限

5
年
一
括
前
納
の
場
合

約
1
0
％
を
交
付

－

木
曽
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文
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議
会



専
門
部
会

上
下
水
道
部
会

川
島
町
排
水
設
備
等
改
造
資
金
利
子
補
給
規
則

取
扱
金
融
機

関

融
資
を
受
け
た
月
の
翌
月
か
ら

起
算
し
て

3
6
回
の
元
利
均
等
月

賦
償
還
と
す
る
。

町
が
指
定
す
る
金
融
機
関

利
率

長
期
プ
ラ
イ
ム
レ
ー
ト
＋
1
％

利
子
補
給
の
額
資
金
の
借
入
金
に
対
す
る
利
子

の
1
/
2

融
資
を
受
け
た
日
の
翌
月
か
ら

元
利
均
等
償
還
と
す
る
。

償
還
方
法

改
造
工
事
１
件
に
つ
き
1
0
0
万
円

以
内
で
町
長
が
定
め
る
額

融
資
あ
っ
せ

ん
額

(利
子
補
給

対
象
資
金
額

)

3
6
月

5
年
以
内

償
還
期
間

・
下
水
道
供
用
開
始
の
日
か
ら
、
排
水
設
備
工

　
事
に
あ
っ
て
は
３
年
以
内
に
工
事
を
行
う
者

条
件

融
資
あ
っ
せ

ん
額

改
造
工
事
１
件
に
つ
き

1
0
万
円

以
上

5
0
万
円
以
内
で
市
長
が
定

め
る
額

償
還
期
間

融
資
に
関
わ
る
利
子
の
全
額

利
率

3
月
1
日
に
お
け
る
長
期
プ
ラ
イ

ム
レ
ー
ト
＋

1
％

調
整
方
針

各
務
原
市

・
自
己
資
金
の
み
で
は
改
造
工
事
費
を
一
時
に

　
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
な
者

・
下
水
道
供
用
開
始
の
日
か
ら
３
年
以
内
に
改

　
造
工
事
を
行
う
者

　
水
洗
便
所
等
改
造
資
金
利

子
補
給
制
度
に
つ
い
て
は
、

合
併
後
は
各
務
原
市
の
制
度

に
統
一
す
る
。

調
整
方
針

協
議
項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
上
・
下
水
道
事
業
（
下
水
道
）

協
議
細
目

項
　
　
　
目

区
分

川
島
町

４
．
水
洗
便
所
等
改

造
資
金
利
子
補
給

対
象
者

・
市
税
及
び
公
共
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金

　
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
者

・
町
税
及
び
負
担
金
、
使
用
料
等
を
滞
納
し
て

　
い
な
い
者

根
拠
規
則

各
務
原
市
水
洗
便
所
等
改
造
資
金
の
融
資
あ
っ

せ
ん
及
び
利
子
補
給
規
則

利
子
補
給
件
数

融
資
あ
っ
せ

ん
件
数

 
3
件
（
平
成

1
4
年
度
）

利
子
補
給
の
額

償
還
方
法

取
扱
金
融
機

関
市
長
が
指
定
す
る
金
融
機
関

利
子
補
給
件
数

3
件
（
平
成
1
4
年
度
）

6
3
件
（
平
成

1
4
年
度
）

融
資
あ
っ
せ

ん
件
数

2
件
（
平
成
1
4
年
度
）

木
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